委　　任　　状

今般、　　　　　　　　　　　を代理人と定め、下記に関する権限を委任いたします。

（電話　　　　　　　　　　）

①　農地法第３条の申請から受領に係る一切の権限

②　農地法第４条の申請（届出）から受領に係る一切の権限

③　農地法第５条の申請（届出）から受領に係る一切の権限

④　農地法第１８条の申請（通知）から受領に係る一切の権限

⑤　相続税の納税猶予に関する適格者証明願の申請から受領に係る一切の権限

⑥　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願の申請から受領に係る一切の権限

⑦　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・物件の表示

南河内郡太子町大字

太子町農業委員会会長　様

　　　　　　　　　令　和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　委任者　　　　

　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　　　　　　　

住　所
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